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１．都市計画マスタープランの策定
にあたって

○ 新たな「都市計画マスタープラン」は、市民アン
ケートや市民まちづくり会議、地域別懇談会、パ
ブリックコメントなど様々な手法で、多くの市民の
皆様の参加を頂き計画づくりを進めてきました。
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皆様の参加を頂き計画づくりを進めてきました。

○ これらの意見を踏まえ、行田市都市計画マス
タープラン策定委員会での審議により計画（案）
をまとめました。



２．行田市都市計画マスタープラン
について

１）都市計画マスタープランとは

 都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市
計画に関する基本的な方針」のこと。

 総合振興計画に即し、市の長期的なまちづくり
及び都市計画の総合的な指針を示すもの。

市が目指す20年後の将来像を明確に

示しながら、都市計画に係わる施策を
総合的かつ体系的に展開するものであ
り、市の都市計画の最上位の計画で
「羅針盤」の役割を担うもの。
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２）都市計画マスタープランの位置づけ

即す 即す 即す

整合
展開
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３）都市計画マスタープランの構成

【第５章】

【第３章】

【第４章】

【第５章】

【第６章】

4



４）都市計画マスタープラン策定体制

都市計画審議会市 長

① 策定委員会
学識経験者、議会議員の代表、
執行機関の職員、各種団体か
ら推薦された者、行政関係機

意見聴取

原案提案

② 市民まちづくり会議
計画の全体構想に係る部分を中心に検討。

意見・ニーズ

ら推薦された者、行政関係機
関の職員、公募の市民により
組織し、広い知見から計画全
体を検討。

検討委員会
（課長級職員）

作業部会
（主査級職員）

行
田
市
民

④市民意識調査

⑤関係団体等との意見交換会

⑥素案に対する市民意見の聴取

提案・調整

こども会議
市内中学生を対象に１回開催。

③ 地域別懇談会
地域別構想に係る部分を検討。
地域での暮らしの視点から意見交換を行う。
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５）都市計画マスタープラン改訂のポイント

～都市づくりの転換と実効性のある計画づくり～～都市づくりの転換と実効性のある計画づくり～

①都市の転換期に対応した計画づくり

・人口減少社会の到来を踏まえ、都市づくりの基本方針をこれまでの「成長と拡大を基
調とした都市づくり」から「環境負荷の少ない集約・連携型の都市づくり」へ大きく転換

② 「交流人口」の視点を加えた計画づくり
・市全体の活性化に向け、「定住人口」に加えて、買い物や観光などを目的に市外か・市全体の活性化に向け、「定住人口」に加えて、買い物や観光などを目的に市外か
ら訪れる「交流人口」を目標値に設定

・取組みの一つとして「多機能交流拠点の整備」を位置付け

③ 実効性のある計画づくり
・PDCAサイクルによる計画の進行管理を実施

・先導的な取組みをリーディングプロジェクトとして位置付け、「５年で見えるまちづくり」
を推進

④ 協働・連携によるまちづくりにつながる計画づくり
・計画策定後も市民・事業者・行政のそれぞれが連携しながら主体的にまちづくりに関
わっていけるよう、多様な市民参加の機会を充実させた計画づくり
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将来都市像 

水と 緑と 歴史がおり なす 笑顔あふれるまち ぎょ う だ 

【目標年次】 平成 44 年度（平成 25 年度から 20 年間） 

「 ひと の元気・ 地域の元気・ まちの元気」  

まち づく り の基本理念 

将来都市像と都市づくりの体系

３．将来都市像

都市づく り の基本方針 

【目標年次】 平成 44 年度（平成 25 年度から 20 年間） 

【目標人口】 定住人口    70,000 人 

       まちづくり人口 83,000 人 

人口増を前提に 
成長と 拡大を 

基調と し た都市づく り  

環境負荷の少ない 

集約・ 連携型の都市づく り  

 

これまでのまちづくり これからのまちづくり 

人口減少社会 

超高齢社会 

「まちづくり人口」＝「定住人口」＋「交流人口（13,000 人）」 

（2032 年度） 
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基本目標 

にぎわいの創出 暮ら し の充実 水と 緑と 歴史の継承 

２  笑顔で暮ら す、  

住みよいまち 

３  笑顔あふれ、  

にぎわいを生むまち 

１  行田ら し さ が 

光るまち 

都市づく り の基本目標 

１ 都市拠点の活性化と周辺地

域の生活環境の調和がとれ

たまち 

１ 産業振興により雇用の場が

確保され、いきいきと働き暮

らせるまち 

１ 美しい水と緑、田園風景が広

がる、環境に配慮したまち 

２ 歴史的な街並みや調和のあ

基本目標 基本目標 

たまち 

２ 良好な都市環境が整った交

通利便性の高いまち 

３ 子どもからお年寄りまで快

適で安心・安全に暮らせる 

まち 

らせるまち 

２ 市民と来訪者の交流がにぎ

わいを生み、快適に過ごせる 

まち 

３ 地域産業が活発な活力のあ

るまち 

２ 歴史的な街並みや調和のあ

る都市景観が形成され、歴史

が息づくまち 

 

市民・事業者・行政が相互に連携し、それぞれが主体性を持って活躍できるまち 

 

４  みんなでつく る協働のまち 基本目標 
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 これまでのまちづくり これからのまちづくり 

秩父鉄道 

国道 125 号 
行田バイパス 

武州荒木駅 

持田駅 

東行田駅 行田市駅 

国道 125 号 
行田バイパス 

秩父鉄道 
武州荒木駅 

持田駅 
 行田市駅 

連携 

都市構造転換のイメージ

人口密度 

高     低 

広域連携軸（鉄道） 

広域幹線道路 
幹線道路網・公共交通 
ネットワーク 

高     低 

人口密度 

広域連携軸（鉄道） 

広域幹線道路 
幹線道路網・公共交通 
ネットワーク 

都市拠点 

JR 高崎線 

行田駅 

吹上駅 

国道 17 号 
熊谷バイパス 北鴻巣駅 

持田駅 

国道 
17 号 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ拠点 
（地域公民館） 

JR 高崎線 

行田駅 

吹上駅 

国道 17 号 
熊谷バイパス 

国道 
17 号 

北鴻巣駅 

持田駅 

連携 

連携 
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４－１ 土地利用に関する方針

４－２ 道路・交通に関する方針

４－３ 自然環境及び公園・緑地に関する方針

４．全体構想（分野別構想）

４－４ 生活環境に関する方針

４－５ 景観に関する方針

４－６ 産業振興・交流に関する方針
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４－１ 土地利用に関する方針 （1/2）

■都市機能の再生・集約

課 題 方 針 施 策

1)高密度な都市拠
点を形成する

○市街地の再生
と都市機能の集
約

(1)中心市街地の都市機

能の集約・活性化

(2)ＪＲ行田駅周辺の都

市機能の充実・強化

(1)秩父鉄道駅周辺の生

基本目標２－１

基本目標２－１

■持田地区や前谷地区における

■駅前広場再整備などによる機
能充実

■商業・福祉・観光など様々な
都市機能の集約

主な取り組み（抜粋）

○産業を活性化
する土地利用の
見直し

2)質の高い住環境
を備えた都市生
活圏を形成する

(2)産業系土地利用への

見直し

(1)幹線道路沿道の土地

利用の見直し

(1)秩父鉄道駅周辺の生

活支援機能の充実

(2)住居系土地利用への

見直し

3)地域経済や雇用
の安定に向けた
交流拠点や産業
拠点を充実させ
る

基本目標２－１

基本目標３－１

基本目標３－１

基本目標３－１

■持田地区や前谷地区における
住居系土地利用への見直し
（住居系土地利用検討ゾー
ン）

■国道や県道などの幹線道路沿
道における沿道サービス施設
などの誘導に向けた土地利用
の見直し（幹線道路沿線土地
利用検討ゾーン）

■新たな産業系用途の土地利用
検討（産業系土地利用検討
ゾーン）
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課 題 方 針 施 策

■生活環境の向上と自然環境の保
全

○農村集落地の
生 活 機 能 の 維
持・向上

4)地域コミュニ
ティが盛んな地
域生活圏を充実
させる

(1)農村集落地の生活環

境の充実

(2)農地の保全

(1)良好な住宅地の形成

基本目標２－１

基本目標１－１ ■生産性の高い集団的な優良農
地の生産機能維持

■遊水機能などの多様な環境機

■道路や水路などの基盤整備や
地域公共交通機能の強化

主な取り組み（抜粋）

４－１ 土地利用に関する方針 （2/2）

○良好な住環境
の維持、自然環
境の保全

(1)良好な住宅地の形成

(2)ゆとりある住環境の

形成

(1)自然環境の維持/保全

5)良好な住環境を
形成する

6)豊かな自然環境
を保全する

基本目標２－３

基本目標２－３

基本目標１－１

■遊水機能などの多様な環境機
能をもつ緑地の保全

■河川、水路、田園などの自然
環境の維持・保全

■観光・レクリエーションの場
としての活用検討

■住工混在地区における地区計
画の指定
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土地利用
構想図
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課 題 方 針 施 策

■生活環境の利便性向上と地域
間交流の促進に向けた幹線道
路の整備

■長期未整備都市計画道路の見
直し

■道路と公共交通の利便性の向上

1)利便性を高める
交通環境を充実
させる

○ 道 路 ネ ッ ト
ワークの利便性
の向上

○公共交通ネッ (3)公共交通ネットワー

(2)生活道路ネットワー

クの充実

基本目標２－２

(1)幹線道路ネットワー

クの充実

基本目標２－２

■狭隘道路の解消

主な取り組み（抜粋）

４－２ 道路・交通に関する方針 （1/2）

■地域の実情に即した交通規制
や車道との分離による歩行者
や自転車の安全確保

■地域の交通拠点（バス停）と、
生活支援施設（商店・コンビ
ニエンスストアなど）との近
接配置の検討

■歩行者に快適なみちづくり

○交通結節機能
の充実

○公共交通ネッ
トワークの利便
性の向上

2)魅力を高める交
通環境を形成す
る

(1)誰もがだれもが安全

で快適に歩くことがで

きる歩行者空間の形成

(2)日常生活を支える交

通環境の充実

(3)公共交通ネットワー

クの充実

基本目標２－２

基本目標２－２

基本目標２－２
○安全で快適に
歩いて暮らせる
みちづくり

■狭隘道路の解消

■利用者のニーズに応じた地域
公共交通の利便性向上
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■自転車利用者に快適なみち
づくり

■広域圏における都市間アクセス

3)交流の促進や地
域産業を支える
交通環境を充実
させる

○自転車利用を
促進する道路環
境の整備

(2)広域幹線道路網の充

実

(1)自転車交通環境の整

備

基本目標２－２

基本目標２－２

課 題 方 針 施 策

■高速道路や圏央道のインター

■利根川やさきたま古墳公園な
どの自然や忍城址周辺の歴史
を巡るサイクリングロードな
どの整備

主な取り組み（抜粋）

４－２ 道路・交通に関する方針 （2/2）

■広域圏における都市間アクセス
の強化

○広域幹線道路
の整備促進

(1)道路の維持管理の充

実4)安全な道路環境
を維持する

基本目標２－２

チェンジへのアクセス強化や
交通渋滞の緩和を図るための
広域幹線道路の整備促進

■道路の計画的な維持管理
■自治会等地域組織やNPO、

事業者などとの連携による道
路の里親制度の推進

■橋梁長寿命化修繕計画に基づ
く橋梁の修繕や架替え
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道路・交通
構想図
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■水と緑のまちにふさわしい自然
環境の維持保全 1)水と緑のまちに

ふさわしい自然
環境を守り育て
る○豊かな自然環

境や農地の保全

(1)豊かな自然環境の保

全と形成

(2)多様な生き物の生息

環境の保全

(3)農地及び屋敷林など

基本目標１－１

基本目標１－１

課 題 方 針 施 策

■農業振興地域内の集団的な優
良農地の保全

■屋敷林や社寺林などの保全方

■自然の森の再生に向けた緑化
の推進

主な取り組み（抜粋）

４－３ 自然環境及び公園・緑地に関する
方針(1/2)

■自治会等地域組織やNPO、
事業者などと連携した水辺環
境美化の推進

（次頁へ続く）

(3)農地及び屋敷林など

の保全

○河川環境の美
化と身近な水辺
空間の創出

2)快適な水辺環境
を形成する

(1)河川・水路環境の美
化

(2)身近な水辺空間の形
成

基本目標１－１

基本目標１－１

基本目標１－１

■屋敷林や社寺林などの保全方
策検討

■忍川や旧忍川、酒巻導水路な
どにおける親水護岸や遊歩道
の整備促進

17



■主要な河川や水路の側道部を
活用した、水と緑のネット
ワーク整備

■水と緑のまちにふさわしい自然
環境の維持保全（前頁続き）

○河川や緑道、
公園等を活用し
た連続性の確保

3)水や緑を身近に
感じられる環境
をつくる

(1)水と緑のネットワー

クの形成

(2)公園・緑地等の計画

的な整備・更新

基本目標１－１

課 題 方 針 施 策 主な取り組み（抜粋）

４－３ 自然環境及び公園・緑地に関する
方針(2/2)

■地域間のバランスを考慮した
身近な公園・広場の整備

■市民との協働による、利用状
況に即した公園のリニューア
ル

■公園整備による住環境の向上

○身近な公園・
広場等の計画的
な整備

○公園・広場等
の維持管理の充
実

(3)緑化の推進

基本目標１－３

基本目標１－１
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■市民の日常を支える生活環境の
充実 1) だれもが暮ら

しやすいまちを
つくる

1)誰もがだれもが
暮らしやすいまち
をつくる

○高齢者・要介
護者の生活環境
の向上

(1)超高齢社会に備える

都市施設の充実

(2)子育て支援施設の充

実と教育環境の向上

○子育て世代の
生活環境の向上 (3)市営住宅のバリアフ

基本目標２－１

基本目標２－１

課 題 方 針 施 策

■公共施設や都市基盤施設にお
けるユニバーサルデザインに
基づいた整備や、橋上駅にお
けるバリアフリー化

■小・中学校周辺の通学路にお

主な取り組み（抜粋）

４－４ 生活環境に関する方針 (1/2)

○地域交流施設
の充実

生活環境の向上

2)地域で支え合え
るまちをつくる

(3)市営住宅のバリアフ

リー化

(1)地域コミュニティを

活性化する施設の充実

基本目標２－３

基本目標２－３
■公民館、自治会館などの機能

充実や小・中学校の有効活用

■小・中学校周辺の通学路にお
ける、交通規制や歩車道分離
などの安全対策の推進

19



■安心・安全に暮らせる防災・防
犯対策の充実 3)災害に強いまち

をつくる

○災害対策の充
実と老朽住宅等
の耐震化

(1)都市基盤施設の整

備・充実

(2)建築物の耐震性・防

火性の向上

(3)治水機能の向上

基本目標２－３

基本目標２－３

課 題 方 針 施 策

■ライフラインの耐震化

■河川・水路の治水対策や面的

■公共公益施設の耐震化の推進
■支援制度の導入による住宅の

耐震化の促進

主な取り組み（抜粋）

４－４ 生活環境に関する方針 (2/2)

■市民の暮らしを支える供給処理
施設の充実

○防犯施設の充
実

(1)防犯まちづくりの推

進

4)犯罪の起こりに
くいまちをつく
る

5)市民の快適な暮
らしを支えるま
ちをつくる

○上下水道の整
備・更新・耐震
化

(1)上下水道の整備・更
新

(2)ごみ処理施設の維

持・更新

○ごみ処理施設
の 計 画 的 な 運
営・維持更新

基本目標１－１

基本目標２－３

基本目標２－３

基本目標２－３

■合流式下水道の改善及び合併
処理浄化槽による水洗化の推
進

■河川・水路の治水対策や面的
な内水排除対策の推進

■ごみ処理施設の計画的な維
持・修繕

■環境に配慮した道路照明灯や
防犯灯の整備
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■水と緑と歴史のまちにふさわし
い景観の形成 1)行田の歴史と文

化を感じる景観
を形成する

(1)歴史・文化資源を保

全・活用した街並み景

観の形成

(1)水辺景観の保全・形
成2)水と緑がおりな

基本目標１－２

○歴史的景観資
源を活用した街
並み景観の形成

課 題 方 針 施 策

■忍城址や足袋蔵、神社仏閣な
どの歴史・文化資源の保全・
活用とそれらを結ぶ路地や遊
歩道の整備による歴史を感じ
る街並み景観の形成

主な取り組み（抜粋）

４－５ 景観に関する方針 (1/2)

(2)農村集落地景観の保

全

2)水と緑がおりな
す、やすらぎ感
のある景観を守
り育てる

基本目標１－２

基本目標１－２

○自然景観の維
持・保全

■市内を流れる河川・水路等に
沿った、周辺環境に配慮した
緑道や遊歩道の整備

■開発許可制度の適切な運用に
よる田園風景の保全
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■良好な市街地景観の形成

3)潤いのある市街
地景観を形成す
る

(1)JR行田駅周辺におけ

る景観の形成

(2)幹線道路沿道におけ

る景観の形成

(3)住宅地における景観

基本目標１－２

基本目標１－２

○市街地におけ
る良好な都市景
観の形成

課 題 方 針 施 策

■駅周辺の都市基盤整備や緑化

■屋外広告物や建築物等の規
模・色彩などの規制や、街路
樹の整備による連続性のある
景観形成

主な取り組み（抜粋）

４－５ 景観に関する方針 (2/2)

■景観行政の総合的な指針とな
る景観条例の制定

(3)住宅地における景観

の形成

(4)工業地における景観

の形成

4)景観を守り育て
る

(1)景観条例の制定によ

る景観まちづくりの推

進

(2)市民・事業者等との

協働による景観まちづ

くりの推進

基本目標１－２

基本目標１－２

基本目標４－１

基本目標４－１

景観形成

■工場等敷地内の緑化促進
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■地域資源を活用した地域産業の

■新たな雇用の場の創出

(1)地域資源の発掘と活

○多様な産業に
対応できる産業
基盤の整備

(1)新たな産業基盤の整

備

(2)地域産業の育成

1)働く場所があり、
活力あふれるま
ちをつくる

基本目標３－１

基本目標３－３

課 題 方 針 施 策

■情報・通信、エネルギー、リ
サイクルなどの新たな産業や
研究開発機関などの進出に対
応できる環境整備に向けた土
地利用の見直し（産業系土地
利用検討ゾーン）

主な取り組み（抜粋）

４－６ 産業振興・交流に関する方針 (1/2)

■体験型農業や新たな特産品・
加工品の開発などの６次産業
化

■地域資源を活用した地域産業の
創出

(2)交流拠点の整備

2)地域資源の活用
による、にぎわ
いが生まれるま
ちをつくる

○地域資源を活
用した地域産業
の創出

(1)地域資源の発掘と活

用

基本目標３－２

基本目標３－２

■行田市総合公園周辺における、
観光情報の発信機能や地域物
産販売機能などを備えた交流
拠点の整備
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■観光資源ネットワークの構築

○忍城址とさき
たま古墳公園・
古代蓮の里等の
観光資源のネッ
トワーク強化

(1)アクセスの強化

(2)まちをめぐる環境の

整備

3)訪れる人が気持
ちよく過ごせる
まちをつくる

基本目標３－２

基本目標３－２

課 題 方 針 施 策

■観光レンタサイクルの充実と

■鉄道駅から地域資源へのアク
セス強化に向けた、市内循環
バスなどの地域公共交通の充
実化

主な取り組み（抜粋）

４－６ 産業振興・交流に関する方針 (2/2)

(3)観光案内機能の強化
○観光案内所や
道路案内板等の
充実

基本目標３－２

歩行者や自転車のための安全
で快適な空間整備の推進

■観光サインや観光マップ等に
よる情報提供の推進と分かり
やすい道路案内板等の整備
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産業振興・
交流に関する

構想図
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５．地域別構想
地域区分図
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【地域区分の考え方】
・行田市国土利用計画

・現行の都市計画マスタープラン

・市街化区域・市街化調整区域の別

・地形地物などの状況

を考慮し、右図の４つの地域に区分



 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道佐野行田線 

・駅周辺における駐車場・駐輪場の

整備促進 

 
・歩行者空間の充実 

□国道 125 号 

 

・忍城址周辺の整備 

・かすが緑道の整備 

・（都）常盤通佐間線の

整備促進 

・忍川や酒巻導水路の親

水護岸や遊歩道の整備

促進 

・歴史・文化資源を活用した界わいの整備 

・駅周辺における駐車場・駐輪場の整備促進 

・橋上駅のバリアフリー化 

・空き店舗活用の促進 

・オープンスペース等の整備 

・足袋蔵等歴史資源の保全・活用 

・歴史資源をめぐるルートの充実 中心部地域
構想図

５．地域別構想

・歩行者空間の充実 

□県道上中森鴻巣線 

 

・歩道整備 

□市道第 9.2-1 号線 

 

・公園の整備 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道行田東松山線 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道行田蓮田線 

 

・歩道整備 

□市道第 5.1-3 号線 

・水城公園の施設充実 
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・（都）南大通線及び国道 17 号

熊谷バイパス沿道の土地利

用の見直し 

 
・持田地区や前谷地区に

おける住居系土地利

用への見直し 

・歩道整備 

□市道第 5.1-3 号線 

・鉄道駅周辺における駐車場・駐輪場の

整備促進 

・歩行者空間の充実 

□国道 125 号 

 

西部地域
構想図

５．地域別構想

・（都）持田前谷線の整備 

・ＪＲ行田駅周辺における行政サ

ービス施設の充実 

・ＪＲ行田駅周辺における駅前広

場の再整備、駐車場・駐輪場の

整備促進 

・観光案内所の充実 

・歩行者空間の充実 

・公園の整備 
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 ・行田市停車場酒巻線バイパス 

（北進道路）の整備促進 

・歩行者空間の充実 

□県道北河原熊谷線 

・市街化区域内の都市基盤

整備 

・公園の整備 

・切所沼護岸補修 

・利根大堰交差点の交差点改良の促進 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道足利邑楽行田線 

・市道第 2.1-2 号線の整備 

・土地利用の見直し 

・駐車場・駐輪場の整備 
・公園の整備 

・歩行者空間の充実 

□県道上中条斉条線 

北部地域構想図５．地域別構想

・公園の整備 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道佐野行田線 

・歩行者空間の充実 

□県道上中森鴻巣線 

・国道 125 号行田バイパス沿道の
土地利用の見直し 

・かすが緑道の整備 

・駐車場・駐輪場の整備 

・市道第 10.1-3 号線の整備 

・国道 125 号行田バイパス 

４車線化の整備促進 

・公園の整備 

・行田市総合公園の施設充実 

・情報発信、交流拠点施 

設の整備 
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・さきたま古墳公園の 

拡張整備、史跡整備の促進 

・歩行者空間の充実 

□国道 125 号 

・歩行者空間の充実 

□県道上新郷埼玉線 

・国道 125 号沿道における産業

系土地利用への見直し 

・古代蓮の里の充実 

・歩行者空間の充実 

□県道上中森鴻巣線 

・さきたま調節池の整備促進 

・親水護岸と遊歩道の整備促進 
 

・国道 125 号行田バイパス

４車線化の整備促進 

南東部地域構想図
５．地域別構想

・国道 17 号熊谷バイパス
沿道における産業系土
地利用への見直し ・熊谷渋川連絡道路及び上

尾道路の整備促進 

・歩行者空間の充実 

□主要地方道行田蓮田線 

・主要地方道行田蓮田線沿道に
おける産業系土地利用への
見直し 
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市民・事業者・行政の役割

６．計画の実現に向けて

 

 
 

 

事業者 
 

 

 

 

 

市民 

活動団体 連携・協働 

一人ひとりが担い手の意識

を持ち、主体的にまちづくり

に関わります。 

参加 
社会的な役割を

ふまえ、自発的に

まちづくりに関

わります。 

住民、通勤・通学者 

 

◆地区計画や景観条例等の策定
など、計画づくりに関する意
見交換会や市民会議への参加

◆まちの魅力向上に向けた環境
美化活動や、防災・防犯活動
などへの参加

◆都市計画マスタープランをふ

連携・協働の取組み事例

行政 
 

 

企業、高次教育機関 

 自治会等 

地域組織 

 NPO・ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 

 

連携・協働 

地域課題の解決に向けて、継

続的に活動します。 

わります。 

市民・事業者との対話を

図り、着実にまちづくり

を推進します。 

◆都市計画マスタープランをふ
まえた、住宅地開発や商業・
業務施設などの整備

◆まちの魅力向上に向けた環境
美化などの企業活動の展開

◆道路・河川・公園など地域施
設の整備や維持管理への協力

◆まちづくりに関する情報発信
やまちづくりへの関心を高め
るための意識啓発

◆意見交換会や市民会議など、
市民や事業者と対話を行う機
会の充実
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主な取組み 主な担当課 

主な取組み 主な担当課 

ＪＲ行田駅の駅前広場再整備 都市計画課・道路治水課 

コミュニティ施設など公共公益施設の充実 企画政策課・都市計画課 

都市計画法第 34 条第 11 号区域の見直し 都市計画課 

身近な小規模店舗などの起業・経営を支える支援

制度の充実 

商工観光課 

 

リーディングプロジェクト

６．計画の実現に向けて
「元気」づくり

プロジェクト

１）都市拠点の形成と
まちなか居住の誘
導

２）地域コミュニティ
生活道路の整備及び安全対策 道路治水課・防災安全課 

身近な公園の整備及びトイレや遊具の更新などの

機能充実 

都市計画課 

河川や水路の治水対策 道路治水課 

環境に配慮した道路照明灯や防犯灯の整備 防災安全課・道路治水課 

地域づくり支援課 

下水道の整備と合併処理浄化槽の設置促進 下水道課・環境課 

 主な取組み 主な担当課 

多機能交流拠点の整備 商工観光課・都市計画課 

広域幹線道路の整備促進 都市計画課 

産業系や幹線道路沿道の土地利用の見直し 都市計画課・開発指導課 

住居系土地利用への見直し 都市計画課 

エコタウンの推進 環境課 

 

の維持と生活環境
の向上

３）土地利用の転換に
よるにぎわいと活
力の創出
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主な取組み 主な担当課 

南北軸幹線道路の整備促進 都市計画課・道路治水課 

広域幹線道路の整備促進 都市計画課 

市内循環バスなど地域公共交通の充実 地域づくり支援課 

 

主な取組み 主な担当課 

忍城址周辺整備基本計画によるせせらぎや遊歩道

の整備 

都市計画課・道路治水課 

リーディングプロジェクト

６．計画の実現に向けて
「ネットワーク」づくり

プロジェクト

１）利便性の高い道
路・公共交通ネッ
トワークの形成

２）まちを楽しむため
のネットワークの

の整備 

生活道路の整備及び安全対策 防災安全課・道路治水課 

快適な歩行者空間の整備 道路治水課・都市計画課 

サイクリングロードの充実 企画政策課・道路治水課 

 

主な取組み 主な担当課 

忍川や旧忍川、酒巻導水路の親水護岸や遊歩道の

整備促進 

企画政策課・都市計画課 

道路治水課 

忍城址からさきたま古墳公園までの歩道整備 都市計画課・道路治水課 

 

形成

３）地域資源を活かし
たネットワークの
形成
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主な取組み 主な担当課 

緑の基本計画の改定 都市計画課 

水城公園の施設充実 都市計画課 

身近な公園の整備及びトイレや遊具の更新などの

機能充実 

都市計画課 

森づくり環境再生事業の推進 都市計画課 

忍川・旧忍川の親水護岸や遊歩道の整備促進 企画政策課・道路治水課 

 

リーディングプロジェクト

６．計画の実現に向けて
「水と緑と歴史のまち」

づくりプロジェクト

１）身近な水と緑の保
全とふれあい環境
の創出

 
主な取組み 主な担当課 

景観条例の制定 都市計画課・開発指導課 

忍城址周辺整備基本計画によるせせらぎや遊歩道

の整備 

都市計画課・道路治水課 

道路や河川などの里親制度の充実 道路治水課 

 
主な取組み 主な担当課 

足袋蔵を活用した蓮華寺通界わいの整備 企画政策課・都市計画課 

商工観光課・文化財保護課 

古代蓮の里の充実 都市計画課 

行田市総合公園の施設充実 都市計画課 

さきたま古墳公園の拡張・史跡整備の促進 都市計画課・文化財保護課 

 

２）水と緑と歴史がお
りなす、魅力ある
景観の維持・保全

３）地域資源の活用に
よる、にぎわいと
交流の創出
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まちづくりの推進体制の構築

６．計画の実現に向けて

１．市民・事業者との連携・協働によるまちづくりの推進

１）広報・広聴活動の推進

まちづくりに関する積極的な情報発信

２）まちづくり活動に対する支援の充実

市民が主体的に行うルールづくりやまちづくり活動へアドバイスや情報提
供、専門家派遣などの支援

２．庁内のまちづくり推進体制の充実

３．関係機関との連携体制の構築

広域化するまちづくりの課題や、市独自では解決が難しい課題に対応する、
国・県などの関係機関や周辺自治体との広域的な連携体制によるまちづくり
の推進

供、専門家派遣などの支援

土地利用・道路・交通・公園などの都市計画分野、産業振興・観光・福
祉・教育・子育てなど関わりが深い分野の関係課を含めた「（仮称）都市計
画マスタープラン推進会議」の設置
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都市計画マスタープラン 

PDCA サイクル 

Plan（計画） Do（実施） 

・実施計画作成 

・３ヵ年計画との連動 

・予算確保 

・事業実施 

・事業の実績把握 

・進捗状況の評価 

・事業実施手法の改善 

・推進体制の改善 

計画の進行管理

６．計画の実現に向けて

Check（点検・評価） Act（改善・見直し） 

・進捗状況の評価 

・社会・経済情勢の点検 

・推進体制の改善 

・計画内容の見直し 

基本計画（５年間） 基本計画（５年間） 

基本構想（１０年間） 

評価・検証 
定期的に実施 

評価・検証 

H23 H25 H28 H33 H43 H45 H38 

都市計画マスタープラン 

第５次行田市総合振興計画 
第６次 

行田市総合振興計画 
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